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・
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１
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○

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）

（
抄
）

第
二
百
六
十
三
条
の
三

都
道
府
県
知
事
若
し
く
は
都
道
府
県
の
議
会
の
議
長
、
市
長
若
し
く
は
市
の
議
会
の
議
長
又
は
町
村
長
若
し
く
は
町
村
の
議
会
の
議
長
が
、
そ
の
相

互
間
の
連
絡
を
緊
密
に
し
、
並
び
に
共
通
の
問
題
を
協
議
し
、
及
び
処
理
す
る
た
め
の
そ
れ
ぞ
れ
の
全
国
的
連
合
組
織
を
設
け
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
連
合
組
織
の
代

表
者
は
、
そ
の
旨
を
総
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
５

（
略
）

○

サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
基
本
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
四
号
）

（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
」
と
は
、
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式(

以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
式
」
と
い
う
。)

に
よ
り
記
録
さ
れ
、
又
は
発
信
さ
れ
、
伝
送
さ
れ
、
若
し
く
は
受
信
さ
れ
る
情
報
の
漏
え
い
、
滅
失
又
は
毀
損
の
防
止
そ

の
他
の
当
該
情
報
の
安
全
管
理
の
た
め
に
必
要
な
措
置
並
び
に
情
報
シ
ス
テ
ム
及
び
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
安
全
性
及
び
信
頼
性
の
確
保
の
た
め
に
必
要
な
措
置(

情

報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
又
は
電
磁
的
方
式
で
作
ら
れ
た
記
録
に
係
る
記
録
媒
体(

以
下
「
電
磁
的
記
録
媒
体
」
と
い
う
。)

を
通
じ
た
電
子
計
算
機
に
対
す
る
不
正
な
活
動
に

よ
る
被
害
の
防
止
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
含
む
。)

が
講
じ
ら
れ
、
そ
の
状
態
が
適
切
に
維
持
管
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
い
う
。

〇

官
民
デ
ー
タ
活
用
推
進
基
本
法
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
百
三
号
）

（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
ク
ラ
ウ
ド
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス
関
連
技
術
」
と
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
そ
の
他
の
高
度
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
電

子
計
算
機(

入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。)

を
他
人
の
情
報
処
理
の
用
に
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
技
術
を
い
う
。


